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一
般
�

○
農
業
・
商
業
・
工
業
・
漁
業
な
ど
事
業
を

　
営
ん
で
い
る
人
�

○
公
的
年
金
、
地
代
や
家
賃
の
収
入
、
不
動

　
産
や
株
式
売
却
な
ど
の
所
得
が
あ
る
人
�

○
生
命
保
険
や
損
害
保
険
の
満
期
・
解
約
　

　
等
で
一
時
金
を
受
け
取
っ
た
人
な
ど
�

�給
与
所
得
者
�

　
給
与
所
得
者
の
ほ
と
ん
ど
が
、
年
末
調
整

で
所
得
税
の
精
算
を
し
て
い
る
の
で
、
確
定

申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

次
の
人
は
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
�

○
給
与
所
得
お
よ
び
退
職
所
得
以
外
の
収
入

　
が
あ
る
人
�

○
2
カ
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る
人

　
な
ど
�

　
次
の
項
目
に
該
当
す
る
人
な
ど
は
、
確
定

申
告
を
す
れ
ば
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が

還
付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
�

�○
退
職
者
で
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い
人
、

　
配
当
所
得
の
あ
る
人
、
予
定
納
税
で
所
得

　
税
を
納
め
過
ぎ
の
人
�

○
給
与
所
得
者
で
雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
、

　
寄
付
金
控
除
等
の
所
得
控
除
を
受
け
る
人
�

○
初
め
て
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
（
住
宅

　
ロ
ー
ン
控
除
）
の
適
用
を
受
け
る
人
な
ど
�

※
給
与
・
公
的
年
金
所
得
者
で
確
定
申
告
を

　
す
る
人
は
「
源
泉
徴
収
票
」
が
必
要
に
な
 

　
り
ま
す
。
各
種
の
保
険
料
払
込
証
明
書
や

　
領
収
書
と
併
せ
て
、
申
告
相
談
ま
で
大
切

　
に
保
管
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
�

�

所
得
金
額
が
わ
か
る
も
の
�

○
給
与
・
退
職
所
得
や
公
的
年
金
等
の
源
泉

　
徴
収
票
、
報
酬
等
の
支
払
調
書
（
原
本
）
�

○
収
支
内
訳
書
�

※
事
業
所
得
（
営
業
、
農
業
、
不
動
産
）
の

　
あ
る
人
は
、
収
支
内
訳
書
が
必
要
で
す
。
�

○
不
動
産
の
使
用
料
等
の
支
払
調
書
、
配
当

　
証
明
書
、
公
的
年
金
以
外
の
年
金
の
支
払

　
調
書
、
保
険
満
期
・
解
約
等
の
一
時
金
の

　
支
払
調
書
、
不
動
産
の
譲
り
受
け
の
対
価

　
の
支
払
調
書
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
に

　
対
応
し
た
額
の
証
明
も
添
付
す
る
必
要
が

　
あ
り
ま
す
。
�

所
得
控
除
金
額
な
ど
が
わ
か
る
も
の
�

○
生
命
保
険
料
、
損
害
保
険
料
、
個
人
年
金

　
保
険
料
証
明
書
、
国
民
年
金
控
除
証
明
書
�

※
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
、
後
期

　
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
支
払
証
明
書
は
税
�

　
務
課
お
よ
び
各
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
窓

　
口
で
発
行
し
て
い
ま
す
。
支
払
証
明
書
は

　
市
の
申
告
相
談
へ
来
ら
れ
る
場
合
は
必
要

　
あ
り
ま
せ
ん
が
、
税
務
署
な
ど
で
申
告
さ

　
れ
る
人
は
こ
の
証
明
書
を
お
使
い
く
だ
さ

　
い
。
�

○
医
療
費
の
領
収
書
�

※
医
療
費
控
除
を
申
請
さ
れ
る
場
合
は
医
療

　
費
の
合
計
額
を
あ
ら
か
じ
め
計
算
し
て
お

　
い
て
く
だ
さ
い
。
�

○
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
関
係
書
類
�

※
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
申
請
さ
れ
る
場
合
は
、

　
関
係
書
類
（
売
買
契
約
書
の
写
し
・
登
記

　
簿
謄
本
ま
た
は
抄
本
・
年
末
残
高
証
明
書
・

　
住
民
票
な
ど
）
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
�

○
身
体
障
害
者
手
帳
等
�

※
障
害
者
控
除
を
申
請
さ
れ
る
人
は
、
申
告

　
の
際
に
身
体
障
害
者
手
帳
・
戦
傷
病
者
手

　
帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
等
の
提

　
示
が
必
要
で
す
。
�

※
要
介
護
4
も
し
く
は
要
介
護
5
の
認
定
を

　
う
け
て
い
る
人
は
、
介
護
保
険
課
お
よ
び

　
各
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
で
発
行
さ
れ
る

　
「
認
定
証
明
書
」
を
申
告
の
際
に
提
出
し

　
て
い
た
だ
く
こ
と
で
障
害
者
控
除
を
受
け

　
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
�

そ
の
他
申
告
に
必
要
な
も
の
�

○
印
鑑
�

○
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
人
・
納
め
る
人

　
は
必
ず
本
人
名
義
の
振
替
先
金
融
機
関
の

　
口
座
が
分
か
る
も
の
を
持
参
し
て
く
だ
さ

　
い
。
納
め
る
人
に
つ
い
て
は
、
通
帳
の
届

　
出
印
鑑
も
忘
れ
ず
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
�

※
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点
か
ら
、
原
則

　
と
し
て
申
告
に
来
ら
れ
た
人
の
み
の
相
談

　
と
な
り
ま
す
が
、
ご
家
族
の
代
理
申
告
を

　
す
る
場
合
は
、
そ
の
人
の
申
告
に
必
要
な

　
資
料
（
源
泉
徴
収
票
な
ど
）
を
持
参
し
て

　
く
だ
さ
い
。
�

�　
申
告
日
程
お
よ
び
会
場
に
つ
い
て
は
、

広
報
み
と
よ
2
月
号
と
一
緒
に
お
知
ら

せ
し
ま
す
。
�

�

　
農
業
所
得
の
申
告
方
法
は
収
支
計
算
で

の
み
受
け
付
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
�

農
業
所
得
に
つ
い
て
、
各
自
で
通
帳
や
帳

簿
、
出
荷
先
（
農
協
・
市
場
等
）
で
調
べ

た
農
産
物
ご
と
の
収
入
金
額
、
科
目
ご
と

の
経
費
金
額
に
よ
り
「
収
支
内
訳
書
」
を

作
成
し
、
申
告
相
談
に
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
昨
年
中
に
農
業
用
機
械
を
購
入
し
た

場
合
は
そ
の
領
収
書
等
も
併
せ
て
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。
�

※
農
業
用
機
械
の
経
費
（
減
価
償
却
費
）

　
の
計
算
が
複
雑
な
た
め
、
収
支
内
訳
書

　
を
完
成
さ
せ
る
の
が
困
難
な
人
は
、
分

　
か
る
範
囲
ま
で
記
入
し
て
申
告
時
に
諸

　
帳
簿
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
�

��� 
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
（
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
）
を
申
告
す
る
人
の
う
ち
、

所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
額
が
あ
る
人
で
次
の
要
件
に
該
当

す
る
場
合
に
は
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
が
翌
年

度
の
市
県
民
税
か
ら
控
除
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
�

�対
象
と
な
る
人
�

 
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
申
告
す
る

人
の
う
ち
�

○
平
成
21
年
に
新
築
ま
た
は
増
改
築
し
て
入

　
居
し
た
人
�

○
平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
の
間
に
新
築
ま

　
た
は
増
改
築
し
て
入
居
し
た
人
�

※
平
成
19
年
か
ら
平
成
20
年
の
間
に
新
築
ま

　
た
は
増
改
築
し
入
居
し
た
人
の
住
宅
ロ
ー

　
ン
控
除
は
市
県
民
税
に
は
適
用
さ
れ
ず
、

　
所
得
税
の
み
の
控
除
と
な
り
ま
す
。
�

控
除
額
�

　
次
の
い
ず
れ
か
小
さ
い
ほ
う
の
額
が
、
市

県
民
税
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
と
し
て
翌
年
度
の

市
県
民
税
額
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。
�

○
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額
の
う

　
ち
、
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た

　
額
�

○
所
得
税
の
課
税
総
所
得
金
額
の
5
％
（
最

　
高
9
7
’
5
0
0
円
）。
マ
イ
ナ
ス
の
場

　
合
は
0
円
で
す
。
�

控
除
適
用
期
間
�

　
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
を
受

け
て
い
る
期
間
�

手
続
き
�

　
市
県
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
る

た
め
に
は
、
所
得
税
で
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

の
申
告
（
確
定
申
告
も
し
く
は
年
末
調
整
で

の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
申
告
）
を
済
ま
せ
て

お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
�

○
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
初
め
て
申
告
さ
れ
る

　
人
（
1
年
目
）
は
、
確
定
申
告
で
の
申
告

　
と
な
り
ま
す
。
�

○
2
年
目
以
降
の
人
は
、
年
末
調
整
も
し
く

　
は
確
定
申
告
の
い
ず
れ
か
で
の
申
告
と
な

　
り
ま
す
。
�

※
こ
れ
ま
で
は
市
県
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控

　
除
を
受
け
る
た
め
に
、
確
定
申
告
も
し
く

　
は
年
末
調
整
と
は
別
に
市
へ
申
告
す
る
必

　
要
が
あ
り
ま
し
た
が
、
平
成
22
年
度
か
ら

　
は
確
定
申
告
も
し
く
は
年
末
調
整
で
申
告

　
を
済
ま
せ
て
い
れ
ば
、
市
へ
の
申
告
は
不

　
要
に
な
り
ま
し
た
。
�

�　
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
の
申
告
に
つ
い

て
、
総
合
課
税
も
し
く
は
申
告
分
離
課
税
の

い
ず
れ
か
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
総

合
課
税
も
し
く
は
申
告
分
離
課
税
い
ず
れ
か

の
税
率
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
�

　
ま
た
、
申
告
分
離
課
税
を
選
択
し
た
場
合

に
は
配
当
控
除
は
適
用
さ
れ
な
く
な
り
ま
す

が
、
上
場
株
式
等
の
譲
渡
損
失
が
あ
る
場
合

に
損
益
通
算
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
�

確
定
申
告
が
必
要
な
人
�

配
当
所
得
�

申
告
に
必
要
な
も
の
�

確
定
申
告
に
よ
り
�

税
の
還
付
を
受
け
ら
れ
る
人
�

市
県
民
税
住
宅
ロ
ー
ン
控
除（
市
県
民
税
�

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）�

農
家
の
皆
さ
ん
へ
�

▼
問
い
合
わ
せ
　
税
務
課
　
☎
73
・
3
0
0
6


